
２平成 26 年 9 月 15 日　広報ふっさ　No.911042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

年
金
だ
よ
り

▼
「
後
納
制
度
」
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
期

限
か
ら
2
年
を
経
過
し
た
場

合
、
時
効
に
よ
っ
て
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

が
、
平
成
24
年
10
月
か
ら
平
成

27
年
9
月
ま
で
の
3
年
間
限
り

の
制
度
で
あ
る
「
後
納
制
度
」

を
申
請
さ
れ
る
と
、
過
去
10
年

以
内
の
未
払
い
の
国
民
年
金
保

　平成 26 年第 1 回市議会臨時

会で、市長から副市長選任につ

いての議案が提出され、議会の

同意を得て、副市長に福島秀男

氏が選任され、8月 27 日付けで

就任しました。

【経歴】日本大学文理学部社会

学科卒業、昭和

54 年福生市役所

に就職以来、秘

書広報課長、教

育委員会事務局

庶務課長、企画

調整課長、企画財

政部長を歴任。（58 歳）

９
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

９
月
は
国
民
健
康
保
険
税

（
第
３
期
）、
介
護
保
険
料
（
第

３
期
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
（
第
３
期
）
の
納
期
で
す
。

納
期
限
は
９
月
30
日
㈫
で
す
の

で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
ご
納

付
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
は
９

月
30
日
㈫
の
予
定
で
す
。
残
高

不
足
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が

課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動　
　

 

９
月
21
日
～
30
日

【
ス
ロ
ー
ガ
ン
】「
や
さ
し
さ
が

走
る
こ
の
街　

こ
の
道
路
」

【
目
的
】
市
民
の
皆
さ
ん
に
交

通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い
交

通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け

る
よ
う
呼
び
か
け
、
交
通
事
故

防
止
の
徹
底
を
図
る
。

【
運
動
の
基
本
】
子
ど
も
と
高

齢
者
の
交
通
事
故
防
止

【
運
動
の
重
点
】
①
夕
暮
れ
時

と
夜
間
の
歩
行
中
・

自
転
車
乗

用
中
の
交
通
事
故
防
止

②
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

正
し
い
着
用
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

④
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

【
問
合
せ
】
福
生
警
察
署
交
通
課

夕
方
の
チ
ャ
イ
ム
時
間
が
変
更

と
な
り
ま
す

　

10
月
1
日
か
ら
3
月
31
日
ま

で
、
夕
方
の
市
の
チ
ャ
イ
ム
放
送

が
午
後
4
時
30
分
と
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち
づ

く
り
課
防
災
係
☎
551･

１
６
３

８

【「安全安心まちづくり市民ひろば」次回の開催は】犯罪のない、安全で安心して暮らすことができる福生市を目指し、話し合いをしています。市内在住・在

勤の方ならどなたでも参加できます。【日時】 9 月 25 日㈭午後 7時～ 9時【場所】白梅会館会議室【問合せ】安全安心まちづくり課地域安全係☎ 551･1691

◆当時の記憶を再現

～窪田成司さんが

福生の原風景を絵画に～

　窪田成司さん（市内在住）

が昭和 13 年ごろの景観を描

いた「宿橋通り家並絵巻物」、

「福生永田絵

図」を完成

させました。

これらはほ

ぼ窪田さんの記憶をたよりに

制作されています。

　宿橋通りはかつて郵便局や

銀行、旅館や飲食店などが並

ぶ目抜き通りで、通学路とし

て毎日通っていた窪田さんに

とっても懐かしい通りです。

　当時の家並みを絵に残して

おきたいとの思いから、水彩

画で 3 ｍの絵巻 2 巻からなる

「宿橋通り家並絵巻物」と、

永田地区の風景を再現された

「福生永田絵図」を制作しまし

た。

　「福生永田絵図」は、この

絵図に感激された市内企業の

すすめと援助により製本に

至ったとのこ

とで、市内の

図書館でご覧

いただけます。

【問合せ】秘書広報課広報広

聴係☎ 551・1529

た
っ
け
ー
☆
☆
出
没
情
報
!?

▼
ツ
ー
リ
ズ
ム
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
ジ
ャ

パ
ン
２
０
１
４

　

世
界
最
大
級
の
旅
の
祭
典

で
、
福
生
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
す
。

【
日
時
】
９
月
27
日
㈯
・

28
日

㈰
午
前
10
時
～

【
場
所
】
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

【
問
合
せ
】
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス

推
進
課
ま
ち
の
魅
力
創
造
グ

ル
ー
プ
☎
551
・

１
７
４
０

- 市民総合相談 -

　各分野の専門の相談員が助言や紹

介を行います。※秘密厳守

【日時】10 月 15 日㈬午後 1 時 30 分

～ 4時 30 分

【場所】市役所第一棟２階会議室ほか

▼法律相談（弁護士）

　不動産の相続、離婚、金銭貸借問

題などの民事問題全般に関すること。

【申込開始日】10月 9日㈭午前8時30

分～（先着 6人）

▼行政相談（行政相談委員）

　国などの仕事に関する苦情・要望等。

▼人権身の上相談（人権擁護委員）

　不当な迫害、人権の侵害、身の上

問題など。

▼市政相談（市職員）

　市政についての苦情、要望など。

【法律相談以外の申込開始日】

　9 月 16 日㈫午前 8 時 30 分～（各

相談先着 6人）

【申込み】秘書広報課広報広聴係 

☎ 551・1529 へ。

-10 月 1日～ 7日は公証週間です -

　公正証書の作成に関する無料相談

会・特設電話相談を実施します。

▼特設電話相談

【日時】10 月 1 日㈬～ 7 日㈫午前 9

時 30 分～午後 4 時 30 分（正午～午

後 1時を除く）

【相談電話】☎ 03・3502・8239

【問合せ】東京公証人会☎ 03・

3502・8050

▼無料相談会（常時開設）

【日時】平日午後1時～ 4時※要予約

【場所】立川公証役場（立川市柴崎

町 3-9-21 エルフレア立川ビル 2階）

【申込み】立川公証役場☎ 524・1279

- 全国一斉！法務局休日相談所 -

　登記、境界、戸籍・国籍、人権に

関するご相談に応じます。

【日程】10 月 5 日㈰
〈相談〉午前 10 時～午後 4 時（受付

は午後 3時まで）

〈講演〉「遺言と相続」午前 10 時 30

分～ 11 時 30 分

【場所】立川地方合同庁舎

※予約優先（当日受付可）

【問合せ】東京法務局民事行政調査

官室☎ 03・5213・1319

非
常
時
に
備
え
た
福
生
市
の
公

式
防
災
ブ
ロ
グ
を
開
設
し
ま
し

た
　

災
害
等
で
市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
更
新
・

閲
覧
が
困
難

な
状
況
に
陥
っ
た
際
は
、
福
生

市
防
災
ブ
ロ
グ(http://blo

gs.yahoo.co.jp/fussacity

hall)

か
ら
も
情
報
を
提
供
し

ま
す
。

【
問
合
せ
】
秘
書
広
報
課
広
報

広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
９

福
生
市
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

8
月
１
日
か
ら
31
日
ま
で
の

間
に
1
名
の
方
（
匿
名
）
か
ら

100
万
円
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
寄
附
金
は
、
寄
附
者

の
ご
希
望
等
に
応
じ
、
有
効

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。（
平
成
26
年
度
累
計
22
件
・

180
万
6
，
０
０
０
円
）

【
問
合
せ
】
契
約
管
財
課
管
財

係
☎
551
・

１
５
３
５

 10 月の無料相談
相談内容 実施日 時間 場所 備考

人権身の上相談
･行政相談 15 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分

市役所第一棟
2階会議室

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 2 日㈭

市役所 1階
第一相談室

相続遺言等暮ら
しの手続き相談 14 日㈫

税務相談 23 日㈭

法律相談
4 日㈯ ･8 日
㈬ ･15 日 ㈬
･22 日㈬

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 6 日前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 16 日㈭ 午後1時 30分
～4時

予約制、先着3人（1人 45分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 17 日㈮ 午前 9時～午
後 4時 30 分

予約制、警視庁八王子少年
センター☎ 042･679･1082へ。
相談日当日は秘書広報課広
報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月 ･火 ･
木・金曜日

午前 9 時～午
後 4時

市役所 1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談 毎週
月～土曜日

午 前 8 時 30
分～午後 5時
15 分

子ども家庭支援
センター（子ど
も応援館１階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
☎ 539･2555

消費者相談 毎週
月 ･木曜日

午 前 10 時 ～
正午、午後1
時～4時

市役所第二棟
2階第 2相談室

シティセールス推進課産業
活性化グループ☎ 551･1699

心配ごと相談 毎月
第二水曜日

午後1時～3時 福祉センター
社会福祉協議会 ･ 成年後見
センター福生☎ 552･5027

事業資金相談 9 日㈭ 午後1時 30分
～3時 30分

商工会館
1階相談室

商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、
育児相談（☎ 551･1511 市役所代表）、心の相談、成年後見制度相談、苦情相談、
権利擁護相談（☎ 552･5027 福祉センター）、教育相談（直通☎ 551･7700）

※予約開始日が土 ･日 ･祝日の場合、翌日以降最初の平日からとなります。

【問合せ】秘書広報課広報広聴係
☎ 551･1529 ※土 ･日 ･祝日を除く

交
通
総
務
係
☎
551
・

０
１
１
０

▼
9
月
30
日
は
「
交
通
事
故
死

ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」
で
す

　

昭
和
43
年
以
降
、
全
国
で
交

通
死
亡
事
故
が
な
か
っ
た
日
は

一
度
も
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

　

悲
惨
な
事
故
を
減
ら
す
た

め
、
お
互
い
を
思
い
や
る
気
持

ち
を
も
っ
て
通
行
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

各種相談に関するお知らせ

副市長に福島秀男氏が
選任されました

福島秀男
副市長

市民総合相
談のため、実
施日と場所
が例月時と
異なります。

まちの話題

公
開
し
ま
す　

市
政
情
報　

保
護
し
ま
す　

個
人
情
報　

ご
利
用
く
だ
さ
い　

情
報
コ
ー
ナ
ー　

情
報
公
開
制
度
・

個
人
情
報
保
護
制
度
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
総
務
課
法
制
係
☎
551
・

１
５
３
６
へ
。

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
納
付
期
間
の
不
足

に
よ
り
年
金
の
受
給
が
で
き
な

か
っ
た
方
が
、
年
金
受
給
資
格

を
得
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
青
梅
年
金
事
務
所

☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０
、

保
険
年
金
課
保
険
年
金
係 

☎
551
・

１
６
７
０

１
５
７
８

福生永田絵図


